
1vol.7（2010.10） 1

新・判例解説 Watch ◆ 民法（家族法）No.110

1vol.27（2020.10） 1

　　　　ローライブラリー ◆ 2020年 8月21日掲載　
文献番号 z18817009-00-041101910

面会交流の禁止・制限事由

【文 献 種 別】　決定／東京高等裁判所
【裁判年月日】　令和 1年 8月 23 日
【事 件 番 号】　平成 31年（ラ）第 606 号
【事　件　名】　面会交流審判に対する抗告事件
【裁 判 結 果】　変更（上訴）
【参 照 法 令】　民法 766 条 1項・3項、家事事件手続法 65条・152 条 2項
【掲　載　誌】　判時 2442 号 61 頁、判タ 1472 号 98 頁
◆ LEX/DB 文献番号 25565849

…………………………………… ……………………………………
桃山学院大学教授 花元　彩

事実の概要

　Ｘ男（原審申立人、本件抗告人）およびＹ女（原
審および本件相手方）は、平成 11 年に婚姻し、そ
の間に長男（平成 12 年生）、二男（平成 15 年生）
および三男（平成 17 年生）の 3子（以下、「未成年
者ら」という。）がいる。
　平成 25 年、Ｘが性風俗店を複数回利用してい
たことなどから、Ｙが未成年者らを連れて自宅を
出た。その後、Ｙは、Ｘに対し離婚を求める調停
を申し立てたところ、不成立となったため、Ｙは
離婚訴訟事件の訴えを提起した。平成 28 年、和
解が成立し、少なくとも次の通り面会交流を実
施するという和解条項が設けられた。①月 1回
程度の面会交流、②宿泊を伴う面会交流を年に 3
回程度、③Ｘが子らと電話、メールその他の方法
で直接連絡を取ること、および、誕生日等の機会
にプレゼントをすること。
　和解成立後、宿泊付きの面会が実施されるこ
とになった（以下、「3月の面会」という。）。Ｘは、
自宅や実家での宿泊を希望し、自身の父母や親族
と未成年者らとを交流させたいと考えていたが、
Ｙが未成年者らに確認したところ、Ｘの自宅や実
家、親族宅は嫌だと述べたとして、ホテル・旅館
等において父子のみで面会交流を実施するよう求
めた。その結果、ホテルで宿泊することになった。
ところが、面会の最中に急用ができたため、Ｘは、
未成年者らに対し、Ｘの実家で待っておくよう告
げた。長男は、Ｙの自宅に帰りたいと述べたが、
Ｘはこれを聞き入れず、未成年者らとともにＸの

実家に向かった。Ｙは、長男からの連絡を受け、
Ｘに未成年者らを自宅に帰すよう告げたが、Ｘは
これに応じなかった。Ｘは、用事を済ませてから、
未成年者らを連れてホテルに行き宿泊した。長男
は、Ｘに対し、Ｙの自宅に帰してくれなかった理
由を尋ねたが、Ｘから納得のいく説明は得られな
かった。また、Ｘは、長男に対し、Ｙが本件別居
に当たり未成年者らを連れて行ったことを非難す
るなど、Ｙについて否定的な言動をした。二男お
よび三男は、この様子を見ていた。この一件以降、
未成年者らは、Ｙに対し、もう面会はしたくない
旨を繰り返し訴えたが、Ｘは聞き入れなかった。
　平成 28 年 11 月、Ｙは、調停を申し立てたが、
翌年 7月、不成立となり、本件審判手続に移行
した。
　Ｘの上申を受けて選任された手続代理人と調査
官が、未成年者らとの面接を行った。その結果、
未成年者らは、3月の面会の際の出来事によりＸ
に対する信頼を失ったこと、以降面会拒否の意思
を繰り返し表示したが、Ｘがそれを受け入れな
かったので、面会を拒否する気持ちがさらに強く
なったことが明らかになった。
　原審判は、未成年者らが面会を強固に拒否して
いる状況の下で、面会を強いれば、未成年者らの
判断能力や人格を否定することになり、未成年者
らの福祉に反する結果となってしまうとして、直
接の面会を定めていた項の効力を失わせるのが相
当とした。そして、新たに、Ｘから未成年者らへ
の手紙の送付、および、ＹからＸへの成績表およ
び写真の送付という間接交流を定めた。他方、Ｘ
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が主張していたメールや SNS を用いたメッセー
ジの送信については、未成年者らの拒否感を強め
るだけの結果になるとして、認めなかった。Ｘは
これを不服として即時抗告をした。
　抗告審で、Ｘは、次のように主張した。3月の
面会の際にとった対応は、父親として正当なもの
であって、祖父母の家に連れていかれただけで父
親との信頼関係が崩壊するというのは社会通念に
照らしてもあり得ない。また、面会交流の専門家
が SNS の大きな効用を認めており、手紙の送付
だけではなく、SNS による交流も認めるべきであ
る。
　これに対し抗告審は、原審判を一部変更し、
Ｙは未成年者らの電子メールのアドレスおよび
LINE の ID をＸに通知するとともに、Ｘと未成年
者らがこれらの手段により連絡を取り合うことを
認めなければならないとした。

決定の要旨

　「……Ｘと未成年者らとの面会交流については、
当面、間接交流にとどめるべきであ」る。「……
手続代理人が再度、未成年者らの意向確認を行っ
たが、全員、……今はそっとしてほしい旨の希望
を述べており、Ｘとの面会交流を拒否する姿勢に
変化はない」。「……未成年者らとＸの直接の面会
を強行することは相当でなく、子らの福祉の観点
から、より望ましい面会交流のあり方を検討する
ことが必要な状況に至っているというべきである
……」。「……同居当時、Ｘと未成年者らとの親子
関係に格別の問題がなく、……3月の面会の出来
事も、Ｘの行動の是非はともかく、それ自体が未
成年者らとの面会交流を禁止・制限すべき事由に
当たるものではない。したがって、客観的には、
Ｘと未成年者らの面会交流の実施が子の福祉に反
するものとは考えられないが、他方、未成年者ら
の年齢、能力等に鑑みると、面会交流の実施の可
否を判断するに際して、その意向を十分尊重すべ
きである……」。
　「……未成年者らは、Ｘとの面会を強く拒否し、
LINE での連絡をも拒んでいるところではあるが、
本来、可能な限りＸと未成年者らの交流の機会を
確保することは、中長期的に見れば、子の福祉の
観点からも望ましいことは論を俟たない……」、
「そもそも本件においては、本件和解条項により

直接の面会が認められており、Ｘと未成年者らの
面会交流を禁止・制限すべき典型的な事由が存在
するわけではないにもかかわらず、Ｘと未成年者
らとの面会交流が、……長らく途絶えていると
いった経緯が存在する。そうすると、……未成年
者らとの関係修復を図るため、Ｘに対して、より
簡便で効果的な連絡手段の利用を認める必要性が
高いと考えられるし、それによる具体的な弊害が
大きいわけでもない。したがって、未成年者らが
抵抗感を感じるであろうことを十分考慮しても、
電子メールや LINE を用いたメッセージの送受信
による間接交流を認めるべきであり、そのために、
Ｙにおいて、未成年者らのアドレス等の連絡先を
Ｘに通知するのが相当である（もとより、Ｘにお
いては、メッセージの送信によって、より未成年
者らの反感を増すことのないよう、送信頻度やそ
の内容については十分な配慮が求められる。）。」

判例の解説

　一　本決定の意義
　現在の家裁実務は、「子の利益が害されると認
められる特段の事情がない限り、子と非監護親が
面会交流をすることを禁止すべきではない」との
考えで運用されている１）。そして、民法 766 条 1
項により、面会交流の可否は、「非監護親と子と
の関係、子の心身の状況、子の意向及び心情、監
護親と非監護親との関係その他子をめぐる一切の
事情を考慮した上で、子の利益を最も優先して」
判断される２）。したがって、「特段の事情」には、
子の意思が含まれる。
　原審判もいうように、子が拒否しているにもか
かわらず、面会交流を強いることは子の「判断能
力ひいてはその人格を否定することになり、却っ
て未成年者の福祉に反する」ことになる３）。子は
精神的苦痛を被ることになるだけでなく、子の意
思を尊重しない非監護親に対して不信感を抱き、
非監護親と子との関係がさらに悪化するおそれも
ある。このような事態に陥れば、面会交流の目的
が損なわれる。面会交流は、子が非監護親からの
愛情を知り、親子の間の深い結びつきを感じ取る
とともに、「子の養育及び発達について配慮すべ
き責務」を有する非監護親が、子の置かれた状況
や心情などを認識し、責務をより的確に全うする
ために行われるからである４）。それゆえに、子の
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意思は面会交流を禁止または制限するに足る「特
段の事情」となる５）。
　また、家庭裁判所は、「必要があると認めると
きは」、子の監護に関する処分を変更することが
できる（民法 766 条 3項）。本件のように、面会交
流を定める和解条項があっても、子や親の状況が
変化し、このような条項が定める方法では、円滑
な面会交流を持続できないときは、実情に合わせ
て変更する必要が認められる。そうしなければ、
「面会交流を巡る紛争状態が拡大するなどして、
子の福祉を害する事態を招くおそれがある」６）。
和解条項作成時には、子は面会交流を拒絶してい
なかったが、その後拒絶するにいたった場合、面
会交流を禁止・制限するに足る「特段の事情」が
新たに生じていることになる。この場合、本件の
原審判がいうように、「和解条項を変更すべき事
情が生じ」ているので、「和解条項を変更すべき
必要性が認められる」ことになる。
　もっとも、子の意思は流動的であって、子を取
り巻く状況など、さまざまの要因に影響される７）。
そのため、子が面会交流を拒否している場合、そ
れが「真意」であるかどうかを慎重に判断する必
要がある８）。家事事件手続法は、家庭裁判所に対
し、子の陳述の聴取、調査官による調査等により、
子の意思を把握するよう求めている（65 条、152
条 2項）。原審判手続では、かなりの時間をかけて、
調査官による調査および手続代理人による意向確
認が行われた。抗告審でも、手続代理人が未成年
者らの意向確認を行っている。子の「真意」を把
握するために、現状で利用可能な手続をすべて尽
くしたという点に、本決定の意義を見出すことが
できる。

　二　面会交流の禁止・制限事由
　本件では、Ｘが子らの意向に反してＸの実家に
連れて行ったことや、宿泊先でＹに対し否定的な
言動をしたこと自体は、未成年者らとの面会交流
を禁止・制限すべき事由に当たらないとされた。
　面会交流を禁止・制限すべき事由とは、連れ去
りのおそれがあること９）、非監護親が子または監
護親に対して暴力を振るっていたこと 10）、監護
親と非監護親の相互の不信感がきわめて深刻で、
面会交流を実施した場合、子を複雑な忠誠葛藤の
場面にさらすおそれが高いこと 11）、および親の
問題行動 12）等である 13）。抗告審は、これらに該

当する事実はなかったと認定したことになる。し
かし、面会交流の際に、「非監護親が離婚に対す
る自分の言い分や監護親の悪口等を子に話すこ
と」は問題行動に当たり、面会交流の禁止・制限
事由になるとの見解がある。かかる言動は、子の
健全な成長・発達のために非監護親との交流が重
要であるという観点からなされる面会交流の趣旨
にそぐわないからである 14）。したがって、この
見解によれば、実家に連れて行ったことはともか
く、Ｙに対する否定的な言動により、直接交流を
禁止・制限すべき事由が存在すると考えることも
できた。
　審判例・裁判例を見ると、面会交流の禁止・
制限事由に当たるとされた問題行動は、子が通
う小学校の前で監護親を待ち構え、子を取り上
げる 15）、子に対し嫡出子否認調停事件を申し立
てている 16）、自己の感情の赴くまま面会交流を
繰り返す 17）、子を連れまわし、未成年者誘拐容
疑で逮捕されていたこと 18）、子らに位置情報確
認装置を潜ませたラジコン入りの小包を送ったこ
と、父が母子の居所を探索するために親類らに対
して強迫的な言辞を用いたこと 19）などであるこ
とがわかる。管見の限り、本件のように、面会時
に 1度、監護親に対し否定的な言動があったと
いう理由で、面会交流を禁止・制限した審判例・
裁判例はない。
　とはいえ、この点は、個別事情に照らして、判
断されるべきである。たとえば、監護親に対する
否定的な言動が重ねて繰り返されるなど、「子の
健全な成長・発達」を妨げるに足る程度に達して
いれば、子の福祉の観点から、面会交流は禁止・
制限されてしかるべきである。本件では、3月の
面会時にのみ、かかる言動が確認されている。そ
れゆえに、面会交流を禁止・制限すべき事由では
ないと判断されたのであって、監護親に対する否
定的な言動が、いついかなる場合でも、かかる事
由にならないとの趣旨ではないと解すべきだろ
う。

　三　間接交流の方法
　Ｘは、メールや SNS を用いたメッセージの送
信による間接交流を求めていたが、原審判は認め
なかった。かかる交流を認めれば、未成年者らの
Ｘに対する拒否感がさらに強まり、逆効果になる
と考えたからである。
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　これに対して本件は、「未成年者らとの関係修
復を図るため」、「より簡便で効果的な連絡手段」
である電子メールや LINE を用いたメッセージの
送受信による間接交流を認めた。その論拠として、
①交流の機会を確保することは、中長期的に見れ
ば、子の福祉の観点から望ましいこと、②もとも
と和解条項により直接の面会が認められており、
面会交流を禁止・制限すべき典型的な事由も存在
しないにもかかわらず、面会交流が長らく途絶え
ていること、③電子メールや LINE を用いた連絡
手段の利用を認める必要性が高いと考えられる一
方で、それによる具体的な弊害が大きいわけでは
ないこと、を挙げている。①はその通りだが、一
般論であり、特定の交流方法を認めるに足る論拠
にはならない。②は、当初存在した直接交流を認
めても差し支えない状態に戻すために、かかる方
法を用いる必要があるとの趣旨と解されるが、こ
れも電子メールや LINE でなければならないとい
う結論を導くに足るものではない。原審判のよう
に、手紙の送付だけでも、目的を達成できる可能
性は否定できないからである。
　そうすると、主たる論拠は③ということにな
る。間接交流は、子が非監護親と直接会わないの
で、直接交流よりも子に与える影響が少ない。そ
の意味では、「具体的な弊害が大きいわけではな
い」と見ることもできる。しかし、本件で、未成
年者らは一様に、「今はそっとしてほしい」との
希望を述べている。こうした意思が明確に示され
ている以上、それを尊重することこそが、子の福
祉に適うのではないか。現状では、未成年者らが、
Ｘからのメッセージを見ることによって苦痛を感
じ、直接交流以上に心理的負担になる可能性 20）

はきわめて高く、「具体的な弊害」は決して少な
くない。抗告審は、そうならないように、「送信
頻度やその内容については十分な配慮が求められ
る」と付言しているが、未成年者らの意思を尊重
しなかったＸに、適切な配慮ができるだろうか。
したがって、③も論拠としては不十分である。
　電子メールや LINE は、「より簡便で効果的な連
絡手段」であり、今後も技術の進歩により、さら
に多様な面会交流の方法が利用できるようになる
だろう。しかし、面会交流が、子の福祉のために
実施されることは変わらない。子の意思をふまえ
て、こうした連絡手段を「どのように利用するの
が子のためになるか」ということを考えるべきで

ある 21）。本件の意義は、ていねいに未成年者ら
の「真意」を確認したにもかかわらず、それに反
する間接交流を認めてしまったことにより、大き
く損なわれてしまった。この点については、原審
判の判断が妥当だったと考える。
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13）秋武・前掲注８）162～171 頁。
14）同上 170 頁。
15）東京家審平 13・6・5家月 54 巻 1号 79 頁。
16）東京家審平 14・10・31 家月 55 巻 5号 165 頁。
17）福岡高那覇支決平 15・11・28 家月 56 巻 8号 50 頁。
18）横浜家相模原支審平 18・3・9家月 58 巻 11 号 71 頁。
19）東京高決平 19・8・22 家月 60 巻 2号 137 頁。
20）秋武・前掲注８）201～202 頁。
21）同上202頁。東京家審平27・12・11判時2323号140頁。


